
令和７年１１月２７日 

指定医療機関・調剤薬局 各位 

姫路市生活援護室 

医療扶助における後発医薬品の使用について 

平素より、本市の生活保護行政にご理解ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

さて、生活保護の医療扶助におきましては、平成３０年より、原則後発医薬品を使用することとなってお

りますが、改めて次のとおりお知らせします。 

今後とも医療扶助における後発医薬品の使用につきまして、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

１ 医療扶助における基本的な考え方 

医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めた

ものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとされています。そのため、医療

上の必要性が認められない場合に、単に患者の希望のみで先発医薬品を利用することはできません。 

２ 先発医薬品を使用できる場合 

先発医薬品を使用することができるのは以下の場合です。 

・医師又は歯科医師が先発医薬品を医療上必要であると判断する場合 

・薬局から処方医に疑義照会した結果、先発医薬品が医療上必要であると判断された場合 

・後発医薬品の在庫がない場合 

・後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額になって

いる場合 

３ 処方箋における表示について 

一般名処方である場合、又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更が不可となっていない場合には、

後発医薬品を使用することとなっています。そのため、先発医薬品の使用が必要と認められる場合には、

銘柄名処方とした上で、変更不可の表示が必要です。 

４ 令和６年１０月１日以降の選定療養について 

医療保険における後発医薬品の取扱いについては、令和６年１０月１日から、医療上の必要性を認め

ない患者が希望して先発医薬品を使用する場合において、選定療養として、特別の料金を負担すること

となりました。しかし、医療扶助においては、上記のとおり、医療上の必要と判断される場合のみ先発

医薬品を使用することになるため、選定療養として特別の料金を徴収するケースは生じません。 

５ 先発医薬品調剤状況連絡票（薬局）について 

先発医薬品の調剤を行った理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載できない場合は、ウェブサイトに公

開している様式を使用し、毎月福祉事務所へ報告してください。 

６ お問い合わせ 

姫路市福祉事務所 生活援護室  

ＴＥＬ 079-221-2100（直通） 

ＷＥＢ https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000028624.html 

（裏面のＱ＆Ａもご参照ください） 

 



医療扶助における後発医薬品の使用に関するＱ＆Ａ 

（問１）単に患者の希望のみで先発医薬品を調剤する場合、生活保護受給者でない方と同様に、特別の料金を徴収するこ

とになるのか。 

（答）医療扶助において、生活保護受給者から特別の料金を徴収するケースは想定されません。医療上の必要性がないと

判断される場合には、生活保護法（昭和25年法律第 144 号）第 34条第 3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤

を行うこととなります。 

 

（問２）生活保護受給者が先発医薬品を希望した場合はどうなるか。 

（答）平成 30 年より、先発医薬品を希望した場合であっても、原則、後発医薬品を使用することとなっています。ただ

し、医師又は歯科医師が先発医薬品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合や後発医薬品の

在庫がない場合等はこの限りではありません。長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とはなら

ず、特別の料金を生活保護受給者が負担して、先発医薬品を使用することはできません。また、先発医薬品の薬剤

費全額を生活保護受給者が負担し、先発医薬品の使用をすることもできません。 

 

（問３）一般名処方等で患者が後発医薬品の調剤を拒否する場合、どうすればよいのか？（薬局） 

（答）薬剤師の専門的な知見から先発医薬品を調剤する必要性があると考えられる場合は、処方医に疑義照会を行い、医

師の判断を確認してください。 

 

（問４）処方医に疑義照会をしたところ、先発医薬品の使用は、医学的知見から不要という見解が示された場合は、どう

したらよいのか？（薬局） 

（答）受給者に説明の上、後発医薬品を調剤してください。次のような説明が考えられます。「法令に基づき、今回は後

発医薬品を調剤します。後発医薬品を使用して違和感があれば、次回診察の際、主治医に相談してください。」 

 

（問５）処方医に疑義照会をしようとしたら、処方医が休診等で連絡を取ることができず、福祉事務所にも連絡が取れな

かった。生活保護受給者からの申出により、後発医薬品の使用について疑義がある状態であるが、処方箋は「銘

柄名処方かつ変更不可」とはなっておらず、法令上、後発医薬品を調剤するべき状況である。どのように対応す

ればよいか。（薬局） 

（答）処方医に連絡が取れず疑義照会が行えない場合で、休日や夜間等で福祉事務所にも連絡が取れない場合には、事後

的に福祉事務所に連絡することとして、一旦先発医薬品を調剤することとして構いません。ただし、次回受診まで

に当該疑義及び調剤内容について処方医に情報提供及び確認を行い、次回以降の処方・調剤について調整を行って

ください。この場合、患者の希望のみによる先発医薬品の使用ではないため、選定療養にはあたらず、特別の料金

の徴収も要しません。 

 

（問６）先発医薬品の調剤が認められるのはどのような場合か。（薬局） 

（答）原則、処方箋が銘柄名処方で、変更不可となっている場合となります。生活保護受給者に先発医薬品を調剤できる

場合は以下のとおりです。 

・医師又は歯科医師が先発医薬品を医療上必要であると判断する場合 

・薬局から処方医に疑義照会した結果、先発医薬品が医療上必要であると判断された場合 

・後発医薬品の在庫がない場合 

・後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額になっている場合 

 

（問７）先発医薬品を調剤している人の報告は毎月必要か。（薬局） 

（答）先発医薬品の調剤を行った理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載できない場合は、先発医薬品調剤状況連絡票に

て、毎月福祉事務所へ報告してください。様式は姫路市のウェブサイトに掲載しております。 


